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1.目的 

海岸漂着物の実態把握及び効率的な海岸漂着物発生抑制対策を実施するために、海岸漂

着物のモニタリングを行い、経年変化を把握し、具体的な発生抑制対策等を検討するため

の指標とする。 

 

2.実施期間 

令和 7 年 9 月 12 日（金）から令和 8 年 1 月 30 日（金）まで 

 

3.業務の内容 

環境省の「地方公共団体向け漂着ごみ組成調査ガイドライン」（令和 7 年 5 月第 4 版）（以

降、ガイドラインと記載）に基づき、東松島市矢本海岸について調査を実施した。なお、調

査結果については、「漂着ごみ組成調査データシート」により作成した。 

 

4.廃棄物の処理 

調査のために回収したごみは、分類・計測が終了した後、「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（昭和 45 年法律第 137 号）」及び宮城県や廃棄物が発生した海岸等の所在する市町

村の指導又は当該市町村の廃棄物処理計画に従い適正に処理を行った。 

廃棄物の処理に使用した産業廃棄物管理票（マニフェスト）（写し）は資料 4-1～2 に示

す。 
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資料 4-1 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（写し） 人工物 
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資料 4-2 産業廃棄物管理票（マニフェスト）（写し） 自然物 
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5.海岸管理者等との調整 

調査に当たっては、海岸、河川等の管理上の支障が生じないよう、海岸管理者又は河川等

管理者と調整の上実施した。また、調査は海岸管理者等による海岸漂着物の回収・処理前に

実施する必要があるため、回収・処理の時期及びボランティアの清掃活動状況を含め、海岸

管理者等に確認した。併せて、管理管轄部署、関係機関、団体への調査の許可及び周知を行

うことで、スムーズな調査を実施する準備を行った。 

 

［確認・連絡の内容］ 

ア．海岸利用に関する確認： 海岸の利用に際して申請等の必要があるか関係する部署へ

確認した。海岸、河川等の管理上及び安全管理上の支障が生じないよう、海岸管理者又は河

川等管理者等への確認を実施した。 

 

イ．清掃予定の確認： 調査実施時期の前に清掃活動の予定がないか確認し、調査実施日

の調整等を行った。ガイドラインにて同一地点で年１回の調査を実施する場合には、概ね１

年間清掃活動がされていないことを基本とすると記載があることから、令和 6 年度調査実

施日から本年度調査実施時期までの清掃実施の有無についてヒアリングを行った。 

また、調査実施時期までの調査エリアでの清掃実施予定とともにイベント等の開催予定

についての確認を行った。 

 

ウ．ごみ処理方法の確認： 調査実施場所の自治体へごみの処理方法を確認した。確認後、

業者への委託契約等行い適切に処理するための体制を作成した。 

 

［対象団体（予定）］（※各団体に関連する上記[確認・連絡の内容]のア～ウを記載） 

1）海上保安庁（ア、イ） 

・第二管区海上保安本部交通部 

・宮城海上保安部交通課 

 

2）宮城県（ア、イ） 

・宮城県土木部港湾課 

・東部土木事務所 

 

3）市（イ、ウ） 

・東松島市市民生活課 

・東松島市建設課 
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6.実施結果 

6.1 調査の実施 

東松島市矢本海岸における調査結果を記録した記録表は、表 6.1-1、表 6.1-2、調査範

囲を示した地図は図 6.1、調査前後の写真は写真 6.1 に示す。 

 

表 6.1-1(1)漂着ごみデータシート② 
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表 6.1-1(2)漂着ごみデータシート② 
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表 6.1-2 言語表記等調査のデータシート 
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図 6.1 調査範囲を示した図 

 

凡例 

調査地点 

調査区域 出典：地理院地図（全国最新写真（シームレス））を加工して作成 

出典：地理院地図（標準地図）を加工して作成 
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 調査前 調査後 

【N38°23′18″、E141°11′56″】 【N38°23′18″、E141°11′56″】 
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左
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写真 6.1(1) 調査範囲の調査前後の写真（令和 7 年 12 月 11 日撮影） 
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 調査前 調査後 

【N38°23′17″、E141°11′55″】 【N38°23′17″、E141°11′55″】 

中
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中
央
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央
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中
央
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写真 6.1(2) 調査範囲の調査前後の写真（令和 7 年 12 月 11 日撮影） 
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 調査前 調査後 

【N38°23′16″、E141°11′54″】 【N38°23′16″、E141°11′54″】 

右
① 

  

右
② 

  

右
③ 

  

写真 6.1(3) 調査範囲の調査前後の写真（令和 7 年 12 月 11 日撮影） 
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6.2 調査結果のまとめ 

令和 7 年度の漂着ごみ回収量は、表 6.1-1 に示す通りである。代表的な漂着物の写真

を写真 6.2 に示す。令和 7年度の漂着ごみは、個数 876 個、容量 2,263.1L、重量 320.15kg

であった（表 6.2-1）。個数においてはプラスチックの割合が高く、容量及び重量におい

ては自然物や人力で動かせないものの割合が高かった。 

漂着ごみの経年変化は、表 6.2-2、図 6.2-1～3 に示す通りである。個数において増加

傾向がみられ、これはプラスチック（特に、カキ養殖用まめ管（長さ 1.5cm）（漁具））

の増加によるものであった。容量において増加傾向がみられ、これは自然物（特に、灌

木）の増加によるものであった。重量において令和 6 年度をピークとして主に人力で

動かせない物の減少がみられた。 

言語表記等の調査は、ガイドラインの「言語表記等調査のデータシート」に従い、ペ

ットボトル、ペットボトルのキャップ、漁業用の浮子について実施した。結果は、表 6.2-

3、図 6.2-4～5 に示す通りである。令和 7 年度は、ペットボトルにおいて日本が 31 個

と最も多く、日本語表記が全体の約 9 割を占めていることから、国内由来のものが多

いと考えられる。ペットボトルのキャップにおいて日本が 16 個と最も多く、日本語表

記が全体の約 5 割以上を占めていることから、国内由来のものが多いと考えられる。

漁業用の浮子において不明が 4 個であった。 

令和 2 年度からの調査結果の組成比をみると、ペットボトルにおいて令和 6 年度を

ピークに減少傾向がみられた。ペットボトルのキャップにおいて令和 4 年度をピーク

に減少傾向がみられたが、令和 7 年度は増加傾向に転じた。 

宮城県の特徴として、カキ養殖用のまめ管（長さ 1.5cm）や漁具が多く見られた。そ

の理由として、隣接する松島町でカキの養殖が盛んであることが推察される。 

 

  
特徴的な漂着ごみ 

（カキ養殖用まめ管（長さ 1.5cm） 
（漁具）） 

特徴的な漂着ごみ 
（ロープ、ひも（漁具）） 

写真 6.2 代表的な漂着物の写真 
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表 6.2-1 【令和 7 年度】漂着ごみ 

  個数（個） 容量（L) 重量（kg） 

プラスチック 793 123.4 8.21 

発泡スチロール 32 7.6 0.08 

ゴム 9 8.6 1.34 

ガラス、陶器 10 4.7 1.71 

金属 4 1.8 0.40 

紙、ダンボール 0 0.0 0.00 

天然繊維、革 0 0.0 0.00 

木（木材等） 13 64.5 5.07 

電化製品、電子機器 0 0.0 0.00 

自然物 13 1200.0 67.98 

その他 0 0.0 0.00 

人力で動かせない物 2 852.5 235.36 

総計 876 2,263.1 320.15 
※個数には、以下の個数は含まれない。 

・プラスチックのうち、シートや袋の破片、硬質プラスチック破片 
・発泡スチロールのうち、発泡スチロールの破片 
・ゴムのうち、ゴムの破片 
・ガラス、陶器のうち、ガラス、陶器の破片 
・金属のうち、金属片 
・紙、ダンボールのうち、紙片 
・自然物のうち、灌木 
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表 6.2-2 【令和 2～7 年度】漂着ごみの経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.2-1 【令和 2～7 年度】大分類（個数）の経年変化 
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※令和 4 年度その他に分類されていた「燃えがら」について、令和 2 年度の分類と統一するためプラスチック

として集計した。 
※個数には、以下の個数は含まれない。 
・プラスチックのうち、シートや袋の破片、硬質プラスチック破片 
・発泡スチロールのうち、発泡スチロールの破片 
・ゴムのうち、ゴムの破片 
・ガラス、陶器のうち、ガラス、陶器の破片 
・金属のうち、金属片 
・紙、ダンボールのうち、紙片 
・自然物のうち、灌木 
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図 6.2-2 【令和 2～7 年度】大分類（容量）の経年変化 

 

 

 

図 6.2-3 【令和 2～7 年度】大分類（重量）の経年変化 
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表 6.2-3 【令和 2～7 年度】言語表記等の調査結果 

 

 

図 6.2-4 【令和 2～7 年度】ペットボトルの言語表記（％）の経年変化 

 

 

 

図 6.2-5 【令和 2～7 年度】ペットボトルのキャップの言語表記（％）の経年変化 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

R2 R3 R4 R5 R6 R7

ペットボトル（個：％）

不明（文字・バーコード読み取れず）

マレーシア

韓国

中国・台湾

日本

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

R2 R3 R4 R5 R6 R7

ペットボトルのキャップ（個：％）

不明（文字読み取れず）

韓国

中国・台湾

日本



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

プラスチック 

ボトルのキャップ、ふた 

 

 

飲料用（ペットボトル）＜1L 

 

 

その他のプラボトル＜1L 

 

 

飲料用（ペットボトル）≧1L 

 

 

その他のプラボトル類≧1L 

 

 

ストロー 
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プラスチック 

マドラー、フォーク、ナイフ、スプーン等 

 

 

食品容器 

 

 

食品の容器包装 

 

ライター 

 

 

テープ（荷造りバンド、ビニールテープ） 

 

 

シートや袋の破片 
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プラスチック 

硬質プラスチック破片 

 

 

ウレタン 

 

 

浮子（ブイ）（漁具） 

 

 

ロープ、ひも（漁具） 

 

 

カキ養殖用まめ管（長さ 1.5 ㎝）（漁具） 

 

 

その他の漁具 

 

 



21 
 

プラスチック 

その他の釣具 

 

 

たばこ吸殻（フィルター） 

 

 

生活雑貨（歯ブラシ等） 

 

 

苗木ポット 

 

 

プラスチック梱包材 

 

 

分類に無いもので多数見つかった場合には 

記載（漁具以外のプラスチックのひも） 
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プラスチック 

その他 
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（発砲スチロール） 

食品容器（発泡スチロール） 

 

 

発泡スチロール製フロート・浮子（ブイ） 

 

 

発泡スチロールの破片 

 

 

発泡スチロール製包装材 

 

 

  


